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更生保護施設建設を地域住民が受け入れる条件の分析

小俣　謙二　古曵　牧人　川邉　讓

　わが国の犯罪動向（平成 30 年版犯罪白書）を
見ると、刑法犯検挙者数は平成 16 年をピークに
漸減している。再犯者数も平成 18 年をピークに
漸減しているが、再犯者率は一貫して上昇し、平
成 29 年では 48.7% と、検挙者の約半数を占める
までになっている。このことから、再犯防止が犯
罪抑止において重要な課題となっていることが理
解できる。
　こうした犯罪動向について、以下のデータは、
再犯の背景に、出所者の就業状況や居住場所の確
保の難しさがあることを示している。たとえば、
平成 28 年犯罪白書は、再入者では、男女とも、
無職の比率が高いことを示している（70.9%、
86.4%）。あるいは、出所後 1 年以内に帰住先が
ない者の 6 割が 1 年以内に再犯に至っていると
いうデータもある（法務省大臣官房秘書課政策
評価企画室 , 2017）。また、保護観察中の再犯率
は、有職者で 7.6% であるのに対して無職者では
40.4% とはるかに高いことを指摘する報告もある
（西村 , 2009）。しかも、平成 9 年から 18 年まで
の 10 年間でみると、有職者の刑務所再入者数は
ほぼ一定しているのに対して、無職者の再入者数
は増加傾向にあることも指摘している。同様の指
摘は複数の研究者も行っている （木村 , 1994；弥
永 , 2012）。
　このような再犯の現状に対して、国も、自立更
生促進センターあるいは地域生活定着支援セン
ター等での生活拠点の提供と就労支援の提供を
行っている （法務省ホームページ , 2019；伊豆丸 , 
2015）。また同様の試みが、民間施設ではあるが、
更生保護施設、自立準備ホームを通じて行われて
いる。しかし、更生保護施設を見るとその数は充
分とはいえない（103 施設、2,369 人定員、更生

保護連盟更生保護ネットワーク , 2019）。そのた
め、元受刑者の社会復帰の準備環境として自立更
生促進センターや更生保護施設、自立準備ホーム
のあらたな開設が求められている（法務省ホーム
ページ , 2019）。
　しかし、更生保護施設やそうした施設の開設
が地域住民によって理解、支持されることは極
めて難しい （例えば日本経済新聞 , 2012；毎日新
聞 , 2018； 西日本新聞 , 2018）。このような社会的
必要性が認められる施設が、危険性や公害などへ
の危惧から、その建設を地域住民に拒否される
という問題は環境問題の領域ではしばしば取り
上げられてきた。原発施設、ゴミ処理場、火葬
場、精神障害者施設、さらには保育園・幼稚園な
どまでが、時に「迷惑施設」や「望ましくない
土地利用」 （Locally Undesirable Land Use; LULU）
の問題として扱われ、それに対する住民の態度
に関する研究が行われている。あるいは、「施設
の意義は認めるが私の地域での施設の建設は拒
否する」という住民意識を指す NIMBY（Not In 
My Back Yard）の問題（Dear, 1992; 藤井 , 2003；
Burningham, K., Barnett, J., & Thrush, D., 2006；加
藤 , 2013 など）としても論じられている。した
がって、上記の記事などで示されている更生保護
施設や自立更生促進センターなどへの住民の態度
も、「元受刑者の更生」という総論での意義は認
めるが、個別の事情を考えると問題があるという
意味で（渡邉 , 2006）、NIMBY 問題に類似した問
題であるといえる。とはいえ、厳密にいえば、
NIMBY 研究とするためには「施設の社会的必要
性・意義を認めている」住民（回答者）に対象を
絞り、その中で「拒否的態度」を取る住民の特徴
を分析する必要があろう（Halstead, J. M., Luloff, A. 
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E., & Myers, S. D., 1993）。
　一方、ここで論じている住民の態度には「施設
の必要性・意義」の認識は含まれていない。極論
をいえば、施設の必要性・意義を認めずに反対す
る住民も含まれる。その意味では、ここで論じて
いる更生保護施設や薬物依存者の更生施設に対す
る住民の反対を NIMBY ととらえることへの疑問
は残る。したがって、本研究は更生保護施設建設
に対する住民の拒否的態度（その意味では LULU
的態度）の規定要因の検討を目的とするものとと
らえ、NIMBY とは別問題と位置付けておきたい。
　社会的必要性のある施設の建設に対する地域住
民の態度を規定する要因に関する研究は、上に述
べたように、社会心理学の分野では一定数なされ
ているが（e.g., 増田 , 2013; 大沼・佐藤・北梶・石山 , 
2015；高浦・高木・池田 , 2013）、司法の分野の
研究においても、上瀬らによる、官民協働刑務所
（PFI）建設に対する住民の態度を扱った一連の
研究がある（上瀬、高橋、矢野 , 2010; 高橋、上
瀬、矢野 , 2010; 上瀬 , 2015; 上瀬 , 2017）。それに
よれば、官民協働刑務所に対する住民の態度は拒
否と受容が相半ばするレベルで、抵抗はあまり強
くない。しかも、建設後、抵抗はかなり弱まると
も報告されている（上瀬ほか , 2010）。また、刑
務所に関する知識が多いほど肯定的態度が強まる
ことなどが報告されている（高橋ほか , 2010）。
また網走市における行刑施設の受け入れをもたら
す要因を歴史的に検討した横田（2012）の研究が
ある。それによれば、網走市民が行刑施設受け入
れに至った要因として、受刑者と地域住民の交流、
観光資源として施設を利用し、地域活性化と社会
教育の促進に活用するといった政策の実行などが
示された。特に後者の観光資源は高浦ら（2013）
が NIMBY 研究で地域住民が施設を受け入れる条
件として挙げているベネフィット認知とも関係す
ると思われる。
　刑務所建設に関してはアメリカ合衆国でも多く
の研究が行われている。それらの研究結果によれ
ば、刑務所に対する拒否的態度には施設との距離
と刑務所収容者への訪問者に対する認知が影響す

ることが示されている（Myers, D. L., & Martin, R, 
2004; Martin, R., & Myers, D. L., 2005）。また、住
民の拒否的態度の裏には入所者の逃亡への恐怖な
どの主観的要因が影響することを複数の研究者が
指摘している（Rogers, G. O., & Haimes, M., 1987; 
Carlson, K. A., 1988）。しかし、刑罰の執行ではな
く元受刑者や仮出所者、あるいは元非行少年とい
う、既に社会的責任を果たした存在である出所者・
退院者の社会復帰の促進を目的とする更生保護施
設などの施設に関しては、わが国ではまだほとん
ど検討されていない。また、上記の先行研究では、
施設に対する拒否的態度を生む要因は検討されて
いるが、どういった条件が満たされれば住民がい
わゆる「迷惑施設」の建設を受容するのかという、
受容のための条件については直接検討されていな
い。
　とはいえ、先の新聞記事などに示される我が国
における更生保護施設に対する住民の態度を考え
ると、そういった施設の受容に関与する要因を明
らかにすることは、この問題に対する対策を考え
るうえで重要と思われる。
　我が国での自立更生促進センターや更生保護施
設に関する数少ない研究としては、渡部と小俣
（2012）が元受刑者の地域への受け入れに対する
住民意識の調査を行った報告がある。この調査で
渡部と小俣は、地域住民における更生保護への理
解は高いものの、それに対する協力を行うには至
らないこと、罪種によって施設の受け入れ許容度
は大きく異なることなどを明らかにした。
　以上述べてきたように、元受刑者、あるいは仮
出所者等に対して就業機会、帰住拠点を提供する
更生保護施設の設置は我が国の再犯防止に大きく
貢献することが期待されるものの、その建設に対
する地域住民の理解を得るのは難しい。したがっ
て、地域住民が更生保護施設を受け入れる条件を
明らかにすることが求められえるが、そのための
研究はまだ十分ではない。筆者らは更生保護施設
に対する地域住民の態度に関与する要因を明らか
にすることで、この問題の解決に貢献することを
目的とし、市民を対象とした調査を行った。本報
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告ではそのうちの、住民の施設建設受容に関与す
ると考えられる要因の分析結果を報告する。な
お、本研究の他の結果については今年度の日本犯
罪心理学会第 57 回大会で発表済みである（小俣、
古曵、川邉 , 2019）。

方法
（１）回答者：
　回答者はクロスマーケティング社に登録され
ている 20 歳から 69 歳までの男女、それぞれ 500
名ずつ、合計 1,000 名であった。各年代の人数は
男女それぞれ 100 名ずつであった。平均年齢は
44.8 歳（sd=13.906）であった（男性 45.0 歳、女
性 44.5 歳）。
（２）今回分析対象とした質問項目：
　①更生保護施設建設に対する賛否：調査対象者
の住む地域に更生保護施設が建設されるとした場
合の賛否を尋ねた。回答は「賛成（=1）」、「どち
らかといえば賛成」、「どちらともいえない」、「ど
ちらかといえば反対」、「反対（=5）」の 5 段階評
価で求めた。また、更生保護施設が建設されると
した場合、入所者の犯罪の種類によって受け入れ
るか拒否するか、態度が変わる可能性を尋ねる質
問（3 段階評価：3．罪種にかかわらず反対～ 1．
罪種にかかわらず受け入れる）でも尋ねた。この
2 項目の Pearson の相関係数を算出すると、女性
で r=.492（p<.001）、男性で r=.433（p<.001）で有
意な相関が認められた。したがって、この 2 項目
を加算して「更生保護施設建設に対する拒否的態
度」得点とした（8= もっとも強い反対）。②更生
保護施設建設の受け入れの条件：どのような条件
が付けば居住地域での更生保護施設の建設を受け
入れるかについて、あてはまる項目すべてを選択
するように求めた。選択肢は「どういった条件が
あろうと反対」「更生保護施設の施設などを地域
条件が利用できる」「元刑務官の職員などによる
地域と施設の巡回がなされる」「国や県などから
の予算処置など地域への財政的還元がなされる」
「条件の有無にかかわらず受け入れる」の 5 項目
である。③更生保護施設の利用または参加の可能

性：更生保護施設が建設された場合、施設側が住
民に対して行う施設の開放に対して、それを利用
する意思があるかという施設開放の利用意思の有
無と、施設側が地域で行う夏祭りなどの催し物に
ついて、それへの参加意思の有無を尋ねた。施設
利用意思については、「ぜひ利用したい（=1）」、
「ある程度利用したい」、「どちらともいえない」、
「あまり利用したくない」、「全く利用したくな
い（=5）」の 5 項目で尋ねた。一方、施設の催
し物への参加意思については、「ぜひ参加したい
（=1）」、「ある程度参加したい」、「どちらともい
えない」、「あまり参加したくない」、「全く参加し
たくない（=5）」の 5 項目で尋ねた。このほか、
フェイスシートとして、性別、居住地（市町村）、
年齢、主たる就業形態（自営業、専業農業など、
会社員・公務員、パートタイム・アルバイトなど
非常勤職員、専業主婦、学生などの項目からなる
11 項目から選択）、回答者を含む同居人数、最終
学歴（6 項目から選択）を尋ねた。
（３）調査手続き：　
　調査はクロスマーケティング社に委託する形で
行った。回答者は同社から受け取ったアンケート
に対しインターネット上で回答した。
　アンケートの表紙に、回答は匿名で任意である
ことを伝える説明を付した。また、研究者の所属
する大学の研究倫理審査委員会の審査を受け、承
認されており、個人情報の保護は厳正に順守する
ことを記し、倫理面への配慮を示した。さらに、
本研究が日本学術振興会による科学研究費助成事
業の助成対象研究であることを記し、信頼できる
ものであることを明示した。
　調査は平成 30 年 9 月から 12 月の間に行った。

結果
（１）回答者について：
　まず、男女全体で見た場合、回答者の職業で
は常勤正規社（職）員が 35.0% で最も多く、次
いでパート・アルバイトが 16.9%、主婦・主夫が
16.0% であった。男性のみでは、常勤正規社（職）
員が 48.4% で最も多く、次いで無職の 17.2%、パー
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ト・アルバイトが 9.6% であった。女性の場合、
専業主婦が 31.6% で最も多く、次いでパート・
アルバイトが 24.2% であった。次いで常勤正規
社（職）員が 21.6% であった。無職は 8.0% であっ
た。
　最終学歴を見ると男女全体では 4 年制大学卒業
が 41.6% で最も多く、次いで高等学校卒が 26.3%
であった。短期大学・高等専門学校卒は 22.7% で
あった。一方、男性のみでみると、47.6% が 4 年
制大学卒であり、高等学校卒が 24.8% であった。
短期大学・高等専門学校卒は 14.6% であった。女
性の場合、4 年制大学卒が最も多く、35.6% であっ
た。次いで短期大学・高等専門学校卒が 30.8%
と続き、それに高等学校卒が 27.8% と続いた。
　一方、同居人数は男女全体では平均 2.7 人
（sd=1.254）であった（男性のみでは平均 2.8 人、
女性のみでは平均 2.7 人）。
（２）�居住地域での更生保護施設の建設に対する拒

否的態度：
　まず、回答者自身の居住地域に更生保護施設が
建設されることへの態度を図 1 に示した。図 1 の
縦軸は態度をスコアに変換したもので、8 が最も
強い拒否的態度を表している。図から明らかなよ
うに、居住地域での更生保護施設の建設に対する

賛否の態度をみると、男女ともにやや拒否的態度
が強い方向に偏っているが、拒否的態度はあまり
強くはない。ただしこの傾向は女性の方が男性よ
りも強く、その差は有意であった（t（993）=2.968, 
p<.005）。
（３）更生保護施設の建設を受け入れるための条件：
　ついで、本報告の主要目的である「更生保護施
設建設受け入れのための条件」の結果を図 2 に示
す。図から明らかなように、最も多くの回答者が
挙げた条件は「元刑務官の職員などによる地域と
施設の巡回」であり、半数前後の回答者が挙げて
いた。そして、施設巡回を条件として選択した回
答者は男性よりも女性で顕著で（χ2

（1）=4.920, p

＜ .05）、女性では半数以上の回答者がこの条件を
選択した。また、「どのような条件でも反対」と
いう回答者は 20％台であったが、ここでも、選
択した回答者の比率は女性で高い傾向が認められ
た（χ2

（1）=3.035, p ＜ .10）。逆に、「条件の有無に
かかわらず受け入れる」という回答は、男女とも
に少なかったが、選択した回答者の比率は男性の
ほうが女性よりも有意に高かった（χ2

（1）=4.684, 
p ＜ .05）。なお、その他の「施設を利用できれば」
「財政的還元があれば」という、住民に何らかの
メリットあれば受け入れるという回答者の比率は

図 1　更生保護施設建設への拒否的態度
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男性の方がやや高い傾向が認められた（「利用で
きれば」：χ2

（1）=3.295, p ＜ .10、「財政的還元があ
れば」：（χ2

（1）=3.077, p ＜ .10））。このように、受
け入れ条件では全体に女性のほうが厳しい条件を
挙げているのに対して、男性はメリットがあれば
受け入れる傾向が女性よりも強いことが分かる。
（４）�施設建設後の施設利用意思と催し物参加意思：
　次に、更生保護施設が建設された場合、施設が
利用できるとして利用する意思があるか否かを尋
ねた結果を図 3 に示した。平均スコアから、男女
ともに「あまり利用したくない」の方向に寄った
態度であった。そして、その態度は有意に女性の
方が強かった（t（994）=3.931, p<.001）。また夏祭
りなどの催し物への参加も男女とも「あまり参加
したくない」という態度に寄った回答であった。
そして、ここでもやはりこの傾向は女性で有意に
強かった（t（984）=2.175, p<.05）。
　このように、本研究結果では、地域住民の更生
保護施設への「抵抗感」の存在が明らかとなり、し
かもこうした傾向は女性で強いことが示された。

討論
　以上みてきたように、本研究の結果は、更生保
護施設の建設に対しては男女ともに拒否傾向が認
められたが、その強さは「やや拒否的」というさ
ほど強いものではないことを明らかにした。とは
いえ、こうした拒否的態度は女性で強いことも示
された。こうした「強くはないが拒否」という傾
向と性差は、官民協働刑務所に関して住民の態度
を検討した上瀬ら（2010）の研究でも確認されて
いる。その意味では、刑務所という刑罰を目的と
する施設と刑期を終えた元受刑者の社会復帰支援
の施設のいずれに対しても地域住民が拒否的態度
を示すということは、「犯罪者」に対する一般市
民の不安や恐怖を反映しているとも解釈できる。
さらに、こうした拒否的態度が、施設利用や催し
物への参加などでも「参加したくない」という形
で確認されたことを考えると、その根強さがうか
がえる。
　こうした、矯正保護分野の施設に対する拒否的

図 2　施設受け入れの条件として各項目を挙げた回答者の比率
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態度の背景には、受刑者、「元」受刑者に対する
地域住民や一般市民の「不安」の存在が推定でき
る。実際、上瀬らの一連の研究（上瀬ほか , 2010; 
高橋ほか , 2010）でも、（因果関係については議
論の余地はあるが）抵抗感と施設へのリスク認知
や不安とが相互に強く関係していることを報告し
ている。あるいは、川崎（1978）も更生保護事業
などの刑事政策に対する住民の拒否的態度の背景
に「入所者の再犯可能性に対する不安」があるこ
とを指摘している。同様な知見はアメリカ合衆
国の研究でも報告されている。たとえば、Rogers 
& Haimes （1987）は不安や恐怖が拒否的態度を
高めるという負の効果を指摘している。また、
Carlson（1988） や Robertson & Ray （1994） も、
受刑者の逃亡などに対する恐怖が拒否的態度の重
要な要因であることを指摘しているし、Carlson 
（1991）も、安全性という主観的要素が拒否的態
度にかかわっていることを指摘している。このよ
うに、多くの研究が、矯正保護施設への住民の拒
否感の背景に、入所者に対する不安があることを
示している。
　施設や元受刑者、受刑者に対する不安やリスク
認知が更生保護施設建設に対する拒否的態度と関
係することは、拒否的態度が女性で強いことから
も推測できる。本研究の他の項目の分析（小俣ほ

か , 2019）では、わが国の犯罪動向の悪化感や犯
罪不安は女性で強かった。上瀬ら（2010）では、
官民協働刑務所に対するリスク認知では性差が
確認できなかったが、女性の方が受刑者に対する
「偏見」は強かったという知見が得られている。
また、リスク認知や犯罪不安研究では、通常、女
性の方が不安やリスク認知が高いという性差が指
摘されている（e.g., Warr, 1984; 島田 , 2011; 小俣 , 
2012 など）。このような性差に関する研究結果を
考慮すると、更生保護施設に対する女性の強い拒
否的態度の背景に、犯罪不安や施設、入所者に対
する「不安」が存在することは十分に考えられる。
　こうした、施設に対する地域住民の拒否的態度
を弱め、住民による「受け入れ」を促進する条件
として、本研究が明らかにしたのは「元刑務官な
どによる地域と施設の巡回」の実施である。この
回答には、巡回による地域の防犯性の向上に対す
る期待も含まれている可能性もあるが、施設側へ
の期待としては、「入所者の犯罪行為に対する住
民の危惧に対して、十分配慮している」ことを明
確に住民に伝えることへの期待があることを示す
ものと解釈できる。そして、その条件が重視され
るのは、上記の「施設入所者に対する不安」の解
消があることは明らかであろう。また、この条件
が満たされていると住民が判断する際に関係する

図 3　施設建設後の施設の利用を希望せず、催し物への参加希を望せずのスコア（5=希望せず）
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のが、NIMBY 研究で示されてきた「行政や建設
主体に対する信頼性」あるいは「手続き的公正」
の確保と思われる（増田 , 2013; 大沼・佐藤・北梶・
石山 , 2015；高浦・高木・池田 , 2013）。すなわち、
行政や建設主体への信頼感が確保されることで、
施設側の説明の説得力が高まり、「安全対策の実
施」という説明の説得力も高まると思われる。
　このほか、矯正保護施設の受け入れを促す要因
としては、本研究では扱わなかったが、施設に関
する情報の開示、説明があるかもしれない。高橋
ほか（2010）によれば、施設に関する知識が多い
ほど、建設への受容的態度が強まることが示され
ている。また、上瀬ほか（2010）によれば、施設
開設前の抵抗感は、施設開設後に大きく低下して
いることが示されている。この研究では、施設開
設前の抵抗感は「記憶」に依存して回答する方法
であるという問題はあるものの、時間的経過によ
り抵抗感が弱まる可能性を示している。同様に、
Robertson & Ray （1994）は、施設が地域から孤立
せず、地域コミュニティの要素として地域社会に
統合されることで住民の信頼が得られることを指
摘している。これら、施設の実態を地域住民が知
ることで、抵抗感が解消されるという知見が示す
ことは、入所者の実態を知ることで、建設前に抱
いていた未知の問題に対する不安が解消される、
すなわち、建設前の不安が杞憂に過ぎなかったこ
とが明らかになるためと考えられる。あるいは、
地域住民が施設の実際を体験するだけでなく、施
設側がコミュニティに浸透するよう努めた結果か
もしれない。その意味では、地域と施設の良好な
関係、あるいは交流の重要性を示唆しているかも
しれない。この問題と関連して、本研究結果は、
地域住民の施設利用希望や参加希望は強くないこ
とが示された。もし本研究が示した住民と施設側
との間に心理的な溝があるとすれば、我が国の場
合、Robertson & Ray （1994）が指摘する、更生保
護施設の地域・コミュニティへの統合は十分なさ
れていない可能性がある。であるとすれば、地域
住民による施設利用や催し物への参加の促進を図
ることが重要であるといえるかもしれない。

　以上みてきたように、更生保護施設など、元受
刑者や元非行少年の生活拠点として重要な意味を
持つ施設建設に対する住民の拒否的態度を緩和す
るためには、地域住民の抱く地域の安全に関する
不安や入所者の再犯に関する不安に対して、施
設・行政側が有効な組織的対策をたてること、そ
の際、女性への配慮がとくに必要であることが示
された。そして、本研究の知見と先行研究の結果
から、施設の情報開示や地域との統合の重要性が
改めて示された。

　本研究は平成 30 ～ 32 年度科学研究費補助金
（基盤研究 C、課題番号 18K03111、研究代表：
小俣謙二）の補助を受けて行われたものである。
　また、本研究は駿河台大学研究倫理審査委員会
の審査を受け、承認されている（平成 30 年 8 月
1 日：承認番号 30 駿研倫第 2-3 号）
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